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(57)【要約】
　本発明の超音波診断装置は、被検体の臓器の3次元超
音波信号を取得する手段と、臓器の2次元標準断面の方
向を設定する手段と、検者が観察したい部位の画像の表
示パラメータを調整する手段と、上記設定された臓器の
2次元標準断面の方向に基づいて、上記3次元超音波信号
から2次元標準断面画像を生成する手段と、上記調整さ
れた画像の表示パラメータに基づいて、上記3次元超音
波信号から観察断面画像及びレンダリング画像を生成す
る手段と、上記2次元標準断面画像と観察断面画像とレ
ンダリング画像を合成して表示する表示手段を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の臓器の3次元超音波信号を取得する手段と、
　臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段と、
　検者が観察したい部位の画像の表示パラメータを調整する手段と、
　上記設定された臓器の2次元標準断面の方向に基づいて、上記3次元超音波信号から2次
元標準断面画像を生成する手段と、
　上記調整された画像の表示パラメータに基づいて、上記3次元超音波信号から観察断面
画像及びレンダリング画像を生成する手段と、
　上記2次元標準断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合成して表示する表示手
段を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項1の超音波診断装置において、
　上記臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段は、超音波3次元信号のパターン認識手
段であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項2の超音波診断装置において、
　上記3次元信号パターン認識手段は、2次元アレイプローブを体表面に垂直な方向を軸に
電子的に回転して得られる複数の2次元断面の信号を認識する手段であることを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項2の超音波診断装置において、
　上記3次元信号パターン認識手段は、臓器の2次元画像による検査で使用される標準断面
の回転角度を決定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1の超音波診断装置において、
　上記臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段は、2次元アレイプローブ筺体に付され
たその体表面に対する方向を示すマークを含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項5の超音波診断装置において、
　上記臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段は、マークの方向を基準にした標準の
回転角として決定されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項1の超音波診断装置において、
　上記画像表示パラメータの調整手段は、検者が観察したい部位の種類を指定するユーザ
インターフェイスを有し、指定された部位の種類に対する標準的な信号パターンとのマッ
チング演算による観察位置認識手段または記憶装置に記憶されている標準的な位置データ
を選択する手段を有し、記憶装置に記憶された前記部位の種類に関連づけられた画像表示
パラメータを選択する手段を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項7の超音波診断装置において、
　上記検者が観察したい部位の種類を指定するユーザインターフェイスは、装置画面上の
メニューからの選択またはプローブ筺体に設置されたスイッチ機構またはフットスイッチ
または音声認識または心電図信号同期の少なくとも一つによって切り替える手段を有する
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項8の超音波診断装置において、
　上記心電図信号同期によって断面種類を切り替える手段は、プリセットされた断面種類
を、心電図の特定の時相に同期させて順に切り替えていくシーケンス機能を有しているこ
とを特徴とする超音波診断装置。
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【請求項１０】
　請求項7の超音波診断装置において、
　上記指定された部位の種類に対する標準的な信号パターンとのマッチング演算による観
察位置認識手段は、記憶装置に記憶しておいた信号パターンを前記取得した3次元信号か
ら信号パターン認識演算によって認識した位置とすることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　請求項7の超音波診断装置において、
　上記記憶装置に記憶されている標準的な位置データを選択する手段は、記憶装置に記憶
された部位ごとに関連づけられた標準的な位置データ群から、指定された部位の種類に対
応する位置データを選択することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項7の超音波診断装置において、
　上記記憶装置に記憶された部位の種類に関連づけられた画像表示パラメータを選択する
手段は、記憶装置に記憶されている部位の種類に関連付けられた標準的なゲイン、視点、
レンダリング、スケールパラメータ群から、指定された部位の各パラメータを選択する　
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　請求項1の超音波診断装置において、
　上記表示手段は、表示装置上に2次元アレイプローブの向きで取得した2次元標準断面画
像と検者が観察したい画像を同時に表示し、前記2次元標準断面画像上に、観察している
断面と視点及び視線方向とを表示することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　被検体の臓器の3次元超音波信号の処理に用いる画像処理装置であって、
　臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段と、
　検者が観察したい部位の画像の表示パラメータを調整する手段と、
　上記設定された臓器の2次元標準断面の方向に基づいて、上記臓器の3次元超音波信号か
ら2次元標準断面画像を生成する手段と、
　上記調整された画像の表示パラメータに基づいて、上記臓器の3次元超音波信号から観
察断面画像及びレンダリング画像を生成する手段と、
　上記2次元標準断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合成して表示する表示手
段を備えたことを特徴とする超音波診断用の画像処理装置。
【請求項１５】
　請求項14の画像処理装置において、
　上記臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段は、超音波3次元信号のパターン認識手
段であることを特徴とする超音波診断用の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、心臓を含む被検体の臓器の超音波3次元画像診断において、検者が観察した
い部位の断面の位置を超音波3次元信号から設定して、その部位の画像を表示するように
した超音波診断装置及び超音波診断用の画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓の超音波3次元画像診断では、表示や計測が3次元表示となるため、検者にとって手
間がかからず、かつ、理解しやすい表示や操作方法による検査効率の向上が望まれている
。検者が観察したい情報は、大量の情報を含む3次元データの一部であり、これを効率良
く扱う技術が必要であるが、現状では、3次元画像をレンダリング表示し、トラックボー
ル等の入力機器を用いて3次元画像を回転、拡大・縮小させたり、レンダリングしきい値
の調整を行ったりして探索しながら所望の画像を得る操作を必要としている。
【０００３】
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　3次元計測における計測設定の効率向上技術としては、特許文献1において、計測対象領
域を設定するために、装置が3次元データから抽出した2次元画像を表示し、検者がこれを
観察しながらジョイスティック等の入力機器を手動操作して、計測対象領域の位置を調整
するシステムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2001-128975号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　3次元画像を表示するには、検者が観察したい断面の位置や方向、レンダリング等のパ
ラメータを決定する必要がある。上述の特許文献1の方法では、装置が3次元データから2
次元画像を抽出して表示し、検者がこれを観察しながら計測対象領域の位置を調整する操
作を必要としており、さらなる操作効率の向上が必要である。
【０００６】
　そこで、本発明では、プローブと臓器の位置関係を決定するとともに、検者が観察した
い断面の各種表示パラメータを決定して、臓器の3次元超音波画像の表示処理を行う超音
波診断装置及び超音波診断用の画像処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項1記載の本発明の超音波診断装置は、被検体
の臓器の3次元超音波信号を取得する手段と、臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段
と、検者が観察したい部位の画像の表示パラメータを調整する手段と、上記設定された臓
器の2次元標準断面の方向に基づいて、上記3次元超音波信号から2次元標準断面画像を生
成する手段と、上記調整された画像の表示パラメータに基づいて、上記3次元超音波信号
から観察断面画像及びレンダリング画像を生成する手段と、上記2次元標準断面画像と観
察断面画像とレンダリング画像を合成して表示する表示手段を備えたことを特徴としてい
る。
【０００８】
　このような特徴を有する本発明によれば、取得した被検体の臓器の3次元超音波信号内
での臓器の2次元標準断面の方向を設定することで、プローブと臓器の位置関係が認識さ
れる。そして、検者が観察したい部位に応じた画像表示パラメータが調整されて、その3
次元画像を表示することが可能な装置になる。
【０００９】
　また、本発明の超音波診断用の画像処理装置は、被検体の臓器の3次元超音波信号の処
理に用いる画像処理装置であって、臓器の2次元標準断面の方向を設定する手段と、検者
が観察したい部位の画像の表示パラメータを調整する手段と、上記設定された臓器の2次
元標準断面の方向に基づいて、上記臓器の3次元超音波信号から2次元標準断面画像を生成
する手段と、上記調整された画像の表示パラメータに基づいて、上記臓器の3次元超音波
信号から観察断面画像及びレンダリング画像を生成する手段と、上記2次元標準断面画像
と観察断面画像とレンダリング画像を合成して表示する表示手段を備えたことを特徴とす
る。
【００１０】
　このような特徴を有する本発明によれば、取得した被検体の臓器の3次元超音波信号内
での臓器の2次元標準断面の方向を設定することで、プローブと臓器の位置関係が認識さ
れる。そして、検者が観察したい部位に応じた画像表示パラメータが調整されて、その3
次元画像を表示することが可能な装置になる。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、従来の入力機器を用いた手動による複雑な画像表示調整に比べて、自
動又は半自動処理で補助しながら画像表示調整することにより操作の簡便性を向上させて
、超音波検査の操作における検者の負担を軽減することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の概略構成を示すブロック図
【図２】2次元アレイプローブの開口方向を軸にした2次元標準断面の取得を示す図
【図３】心尖部アプローチと傍胸骨アプローチにおける2次元標準断面の回転角を示す図
【図４】2次元標準断面を示す図
【図５】プローブと観察断面の位置関係を示す図
【図６】観察断面選択画面を示す図
【図７】観察断面画像と3次元画像の表示例を示す図
【図８】観察断面プリセット例を示す図
【図９】3次元信号から2次元標準断面を得るための処理フローを示す図
【図１０】3次元信号から観察断面を得るための処理フローを示す図
【図１１】本発明が適用される超音波診断装置のブロック図
【図１２】心電図信号に同期させた観察断面の切り替えタイミングを示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図11は、本発明が適用される超音波診断装置のブロック図である。超音波診断装置100
は、被検体200内に超音波を送受信し得られた反射エコー信号を用いて超音波画像を形成
して表示するもので、被検体200に超音波を照射し受信する振動子素子を備えた超音波探
触子300と、超音波信号を送受信する超音波送受信部400と、受信信号に基づいて超音波画
像を構成する超音波画像構成部500と、構成された超音波画像を表示する表示部600と、各
構成を制御する制御部700と、制御部に指示を与えるコントロールパネル800と、必要に応
じて設けられる心電計900とを有している。
【００１４】
　本発明は、図11の超音波診断装置における、特に「超音波画像構成部500」に特徴を有
するものであり、以下、この発明の実施の形態を、図1を用いて説明する。図1は、本実施
の形態における超音波診断装置の概略を示すブロック図である。
【００１５】
　図1に示す超音波診断装置は、公知の超音波探触子や超音波送受信部等により構成され
る3次元超音波信号生成部1と、3次元信号から2次元標準断面を認識する2次元標準断面認
識部2と、3次元信号から2次元標準断面画像を生成する2次元標準断面画像生成部3と、検
者が観察部位を指定する観察部位指定部4と、前記指定された部位を含む断面を3次元信号
から認識する観察断面認識部5と、3次元信号から観察断面画像を生成する観察断面画像生
成部6と、3次元信号からレンダリングした画像を生成するレンダリング画像生成部7と、
前記2次元標準断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合成して表示する画像合成
表示部8を備えている。
【００１６】
　また、2次元標準断面認識部2は、2次元標準断面信号の典型的パターンを記憶している
標準断面信号パターン記憶部9と、2次元アレイプローブの開口方向を軸にした回転角度と
して与えられる標準的な2次元標準断面の角度を記憶する標準断面角度記憶部10と、前記
記憶部のデータから標準断面角度を認識する標準断面角度演算部11を備えている。また、
観察断面認識部5は、2次元観察断面信号の典型的パターンを記憶している観察断面信号パ
ターン記憶部12と、前記断面の標準的な位置を記憶している観察断面位置記憶部13と、前
記断面を表示するための標準的なパラメータを記憶している表示パラメータ記憶部14と、
前記記憶部のデータから観察断面の位置や表示パラメータを認識する観察断面表示パラメ
ータ演算部15を備えている。
【００１７】
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　以下、各構成要素を説明する。　
　3次元超音波信号生成部1は、公知の超音波探触子や超音波送受信部等から構成されるも
のであり、接続された2次元アレイ超音波プローブで生体組織からの後方散乱波を受信し
て3次元の超音波信号データを生成する。
【００１８】
　2次元標準断面認識部2は、3次元超音波信号生成部1の3次元超音波信号から、2次元アレ
イプローブの開口方向(図2破線)を軸に回転する断面群19に含まれる2次元標準断面20、21
，22の回転角度を演算する。回転角度は、2次元標準断面画像生成部3において、3次元超
音波信号のデータから2次元標準断面画像の位置(角度)を指定して2次元標準断面画像を生
成するために用いられる。
【００１９】
　2次元標準断面画像生成部3は、3次元超音波信号生成部1で得られた3次元超音波信号か
ら、2次元標準断面認識部2で計算された回転角度の2次元断面の画像を生成する。
図2の2次元断面群19の中から、前記回転角度の画像20、21、22を抽出する処理である。
【００２０】
　観察部位指定部4は、検者が観察したい部位を指定する入力機器で、タッチパネル、ス
イッチ、キーボード、トラックボール等である。また、図6のプリセットされた観察断面
リスト35から観察したい断面を選択する処理も含まれる。
【００２１】
　観察断面認識部5は、前記観察部位指定部4で指定された部位を含む断面を、前記3次元
超音波信号から認識し、その断面の画像表示パラメータを設定する。画像表示パラメータ
は、観察断面画像生成部6において、3次元超音波信号のデータから観察したい断面画像を
生成するための位置やゲイン等の画像処理パラメータとして用いられる。また、前記画像
表示パラメータは、レンダリング画像生成部7において3次元超音波信号のデータからレン
ダリング画像を生成するためのしきい値設定や視点等の画像処理パラメータとしても用い
られる。
【００２２】
　観察断面画像生成部6は、3次元超音波信号生成部1で得られた3次元超音波信号から、観
察断面認識部5で計算された表示パラメータに基づいて2次元断面画像を生成する。図7の
観察断面画像34を生成する。
【００２３】
　レンダリング画像生成部7は、3次元超音波信号生成部1で得られた3次元超音波信号から
、観察断面認識部5で計算された表示パラメータに基づいてレンダリング画像を生成する
。図7の2次元断面画像表示用サブィンドウ31内に表示される心臓の3次元レンダリング像
や、図7の観察断面画像34のレンダリング画像を生成する。
【００２４】
　画像合成表示部8は、前記2次元標準断面画像生成部3と観察断面画像生成部6とレンダリ
ング画像生成部7から出力される画像を合成して、超音波診断装置の画面30に表示する。
【００２５】
　標準断面信号パターン記憶部9は、2次元標準断面認識部2において、3次元信号の中から
標準断面信号のある断面の位置を得るために、マッチングをとるための基準となる標準断
面(図4の心尖部2腔像21、心尖部4腔像22、心尖部長軸像20、傍胸骨長軸像24、傍胸骨短軸
像25)の信号パターンが記憶されている。
【００２６】
　標準断面角度記憶部10は、3次元信号における標準断面の標準的な位置(角度)を記憶し
ており、図3の角度23、26に相当する。前記マッチング処理を行わず、半自動的に角度を
検出する際(図9(b))に用いられる。
【００２７】
　標準断面角度演算部11は、標準断面信号パターン記憶部9に記憶されている信号パター
ンと3次元信号中の2次元信号パターンのマッチングを行って標準断面の角度を決定する。
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すなわち、図2の0～180度で回転させて得られた断面群19と標準断面信号パターン記憶部9
の標準断面信号パターンとのマッチング演算を行って、最もマッチした断面の角度を得る
。
【００２８】
　または、標準断面角度記憶部10に記憶されている標準の角度と、2次元アレイプローブ
の体表へ接する角度とを併せて標準断面角度を決定する。すなわち、プローブの体表への
角度により、おおまかな心臓の方向がわかるので、これに、標準的断面角度を加えること
により、標準断面の角度を計算する。
【００２９】
　観察断面信号パターン記憶部12は、心臓超音波検査で最適に観察される代表的な断面(
例えば、僧帽弁を観察しやすい断面や、乳頭筋を観察しやすい断面など)の信号パターン
が記憶されており、観察部位指定部4で指定されたパターンが呼び出される。これらは、
観察断面位置記憶部13に記憶されている位置データおよび表示パラメータ記憶部14に記憶
されている表示パラメータと対になって記憶されている。
【００３０】
　観察断面位置記憶部13は、前記代表的な断面の3次元信号中での位置が記憶されており
、例えば、プローブから断面への距離や、断面の法線ベクトルなど位置を指定するもので
ある。
【００３１】
　表示パラメータ記憶部14は、観察断面を表示する際のパラメータが記憶されており、例
えば、3次元画像のレンダリングの際のしきい値や、ゲイン、視点、スケール設定などで
ある。
【００３２】
　観察断面表示パラメータ演算部15は、観察部位指定部4で指定された部位の観察断面位
置記憶部13の観察断面標準位置を呼び出して、おおまかに観察断面を決定した後、観察断
面信号パターンを観察断面信号パターン記憶部12から読み出し、この信号パターンと前記
標準位置近傍の2次元信号パターンとのマッチング演算を行って観察断面信号の位置を詳
細に決定する。または、半自動的な処理(図10(b))の場合には、観察断面位置記憶部13に
記憶されている標準的な断面位置として観察断面位置を決定する。そして、表示パラメー
タ記憶部14に記憶されている表示パラメータ群から観察部位指定部4で指定された部位の
パラメータを読み出す。このパラメータは、観察断面画像生成部6とレンダリング画像生
成部7において画像を生成するための画像処理パラメータとして用いられる。
【００３３】
　なお、2次元標準断面画像生成部3、観察断面画像生成部6、レンダリング画像生成部7、
標準断面角度演算部11及び観察断面表示パラメータ演算部15は、通常CPUにより構成され
、プログラムによって動作するものである。
【００３４】
　(全体の動作)
　検者が2次元アレイプローブを体表面に接触させると、最初に2次元標準断面認識部2に
よって、2次元アレイプローブの開口方向を軸に回転する断面で得られる2次元標準断面の
回転角度を演算する。そして、2次元標準断面画像生成部3によって前記回転角度位置の2
次元標準断面画像を得る。次に、観察断面認識部5によって、検者が観察したい部位の3次
元信号中での位置を計算する。そして、観察断面画像生成部6によって前記位置の断面画
像を得る。また、表示パラメータ記憶部14から観察部位の標準的な表示パラメータを用い
て、レンダリング画像生成部7によってレンダリング画像を生成する。最後に、2次元標準
断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合成する画像合成表示部8によって画面表
示する。
【００３５】
　なお、画像合成表示部8が、2次元標準断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合
成して画面表示する際に、全ての画像を合成表示する必要はなく、適宜選択して表示して
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も良い。
【００３６】
　また、本発明において、画像処理は、超音波診断装置におけるオンライン処理とするこ
ともできるが、画像処理装置におけるオンライン処理あるいはオフライン処理とすること
もできる。
【００３７】
　GUI上での動作を説明する。3次元データが取得されると、最初に図6の画面が表示され
る。前記のとおり2次元標準断面画像は3次元信号から自動的に認識されて、図6の2次元断
面画像表示用サブィンドウ31内において、3次元画像に重畳して表示20、21、22される。
また、プリセットされている観察したい断面のリスト35が表示されている。
【００３８】
　次に、リスト35から観察したい断面を選択する。これは、検者が入力機器を用いて手動
で選択するか、心電図信号の特定の時相で自動的に選択される。図6では、短軸像を選択
したところで、わかりやすいように反転や点滅表示する。
【００３９】
　前記のように観察断面が選択されると、3次元データから観察した断面を認識して、そ
の結果を図7のように表示する。図7の観察断面表示用サブィンドウ33には、観察したい断
面(例では短軸像)34が表示される。これと同時に、2次元断面画像表示用サブィンドウ31
では、3次元データにおける断面の位置28を表示する。その断面28は3次元画像に重畳して
表示され、その視線方向32が表示される。
【００４０】
　以下、2次元標準断面認識部2と観察断面認識部5と画像合成表示部8の動作について詳細
に説明する。
【００４１】
　(2次元標準断面認識部2の動作)
　2次元標準断面認識部2は、3次元信号中における心臓の2次元標準断面の方向を決定する
ことを目的として、プローブの開口方向を軸にして回転させた複数の断面19の中で、2次
元標準断面(図4の心尖部2腔像21、心尖部4腔像22、心尖部長軸像20、傍胸骨長軸像24、傍
胸骨短軸像25)を認識するものである。図2、3、4およびフローチャート図9を用いて説明
する。
【実施例１】
【００４２】
　信号のパターンマッチングを利用し全自動で動作するものである。図9(a)のフローチャ
ートに沿って説明する。最初に検者は2次元アレイプローブを体表面に接触させる(S111)
。装置は、図2のように2次元アレイプローブ16の開口方向を軸にして回転させて得られる
0～180度にわたる2次元断面信号19を得る(S112)。標準断面信号パターン記憶部9に記憶し
ておいた標準断面信号パターンと前記断面信号のパターンのマッチング演算を行い、最も
マッチしたパターンの角度を2次元標準断面の角度23として設定する(S113)。マッチング
の演算は、相関演算などの公知の方法による。
【００４３】
　例えば、図3(a)のように心尖部アプローチの場合には、心尖部長軸像20、心尖部2腔像2
1、心尖部4腔像22がどの角度の画像かが認識されることにより、それらの角度関係23が得
られ、これらを標準断面として、2次元標準断面画像生成部3によって画像化し、画像合成
表示部8によって標準断面画像表示用のサブィンドウ31に表示する(S114)。図3(b)のよう
に傍胸骨アプローチの場合には、同様に傍胸骨長軸像24と傍胸骨短軸像25との角度関係26
を得て画像表示する。
【００４４】
　これにより、検者に設定操作をさせることなく、自動的に標準断面を表示することが可
能である。また、信号のパターンマッチング演算を用いることによって、より正確に標準
断面位置を求めることが可能である。
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【実施例２】
【００４５】
　2次元アレイプローブの筺体に設けたマーク18を利用して半自動的に動作する方法であ
る。図9(b)のフローチャートに沿って説明する。最初に検者は2次元アレイプローブを体
表面に接触させる(S121)。このとき、プローブに付されたマーク18を例えば体表方向や頭
部方向のように特定の方向に向けて接触させる。このとき、プローブと心臓の位置関係は
物理的に決まるので心臓の描画方向のおおまかな角度が求められる。標準断面角度記憶部
10に記憶しておいた標準断面角度を読み出して、前記心臓の描画方向に標準断面の角度を
加えることによって標準断面角度を設定する(S122)。
【００４６】
　実施例1と同様に、これらを標準断面として、2次元標準断面画像生成部3によって画像
化し、画像合成表示部8によって標準断面画像表示用サブィンドウ31に表示する(S123)。
【００４７】
　これにより、検者は、2次元アレイプローブの向きを特定方向に合わせて体表面に接触
させる簡単な操作により、標準断面を表示することが可能である。画像のパターンマッチ
ングを用いなくても、プローブに付されたマークを利用することによって、簡便に標準断
面位置を求めることが可能である。
【００４８】
　(観察断面認識部5の動作)
　観察断面認識部5は、3次元信号中における、検者が観察したい部位の断面の位置を決定
するものである。図5とフローチャート図10を用いて説明する。
【実施例３】
【００４９】
　画像のパターンマッチングを利用して自動的に設定する方法である。図10(a)のフロー
チャートに沿って説明する。最初に、検者は観察したい部位を観察断面リスト35上で入力
機器を用いて指定する(S211)。超音波診断装置本体上のトラックボール等か図5に示す2次
元アレイプローブの筺体に設けてある部位選択スイッチ17を用いて指定する。
【００５０】
　または、フットスイッチや音声認識の少なくとも一つによって指定しても良い。心電計
からの心電図信号が入力されている場合には、心電図信号の特定の時相に同期して、先に
プリセットしておいた観察断面を特定時相になる度(1心拍ないし数心拍毎)に切り替えて
も良い。
【００５１】
　例えば、図12のように心電図のR波の時相を切り替えタイミング(太線矢印)、4心拍(点
線矢印)毎に切り替えても良い。プリセットされた断面は観察断面リスト35のように画面
上にリスト表示しておき、断面が切り替わる毎に、現在選択されている断面を反転表示さ
せるなどの強調表示を行う。
【００５２】
　プリセットは、例えば、図8に示すように、弁を観察するために弁のみのリスト36、標
準断面を観察するためのリスト37、短軸像を観察するためのリスト38などを用意しておい
ても良い。また、特定の患者、疾患、検査に必要な断面を含んだ任意のリストを作成する
ことも可能であり、あらかじめ検査手順に沿って観察したい部位をリスト化39しておくこ
とも可能である。前記指定した部位について、観察断面位置記憶部13に記憶されている位
置情報を読みだして、その位置の信号を取得する(S212)。観察断面の位置情報は、プロー
ブからの距離27、断面の法線ベクトル29で表現することができるが、任意の基準位置から
の角度などの数値で表現してもよい。2次元標準断面認識部2によって3次元信号中の心臓
の方向(回転角)が計算されているので、例えば、法線ベクトルをこの回転角だけ回転させ
れば観察断面の位置が求められる。
【００５３】
　これだけでは、位置の精度に不十分な場合があるので、観察断面信号パターン記憶部12
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に記憶されている観察断面信号パターンを用いた信号パターンマッチングによる微調整を
行う。S212で取得された断面の位置の近傍において、この断面を3次元超音波信号内で微
小距離移動または微小角度傾けながら、前記観察断面信号パターンに最もよく一致した断
面を探索し、その位置を観察断面の位置として認識する(S213)。
【００５４】
　マッチングの演算は、相関演算などの公知の方法による。そして、観察部位指定部4に
よって指定された部位の表示パラメータを表示パラメータ記憶部14から取り出して、観察
断面画像生成部6とレンダリング画像生成部7において、この表示パラメータを用いた画像
を生成し、画像合成表示部8で画像を表示する(S214)。
【００５５】
　この実施例によれば、検者が指定する部位の断面を自動的に表示することが可能である
。
【００５６】
　また、画像のパターンマッチングを用いることによって、より正確に標準断面位置が求
められ、さらに、表示パラメータを自動設定するので簡便に見やすい画像を得ることが可
能である。プローブ筺体に設けた部位選択スイッチ17により片手での容易な操作も可能で
ある。
【実施例４】
【００５７】
　実施例3をベースにして半自動的に設定する方法である。図10(b)のフローチャートに沿
って説明する。最初に、検者は観察したい部位を実施例3と同様に入力機器を用いて指定
する(S221)。観察断面位置記憶部13から前記指定した部位の位置情報を読み出して、その
位置に観察断面を設定する(S222)。そして、指定された部位の表示パラメータを表示パラ
メータ記憶部14から取り出して設定して画像表示する(S223)。ここで、トラックボール等
の入力機器を用いて、その位置を微調整する(S224)。入力機器の操作と連動して、図7の
断面28の位置も変化する。また、操作と同時に表示パラメータの微調整を行って(S225)、
観察断面画像34を表示する(S226)。
【００５８】
　この実施例によれば、検者が観察したい位置にいったん調整した後に微調整を手動で行
うことができるので、従来のように3次元信号全体から観察したい部位を探索する手間が
無くなり、局所的な微調整のみの簡便な操作で画像表示することが可能である。
【００５９】
　(画像合成表示部8の動作)
　画像合成表示部8は、2次元標準断面画像と観察断面画像とレンダリング画像を合成して
、超音波診断装置の画面に表示する。図7は超音波診断装置の表示装置の画面30である。
サブィンドウ31には、2次元標準断面画像生成部3から出力される標準断面画像と心臓のレ
ンダリング画像40が表示され、そのウィンドウの中に法線ベクトル方向に視線方向と視点
32が表示される。サブィンドウ33には、検者が指定した部位の観察断面画像34が表示され
る。また、断面28は、3次元空間上で、観察断面がどの位置にあるかを示している。図7で
は、観察断面画像34は、断面28の位置の画像であることを示しており、3次元信号と観察
部位の関係を理解しやすく表示する。この例では、左心室短軸像乳頭筋レベルの画像を検
者が指定したところであり、心尖部アプローチ像を横方向に断面をとって短軸像を表示し
ているところである。リスト35は、観察したい断面を入力機器によって指定する機能を有
しており、プリセットされている断面種類が表示される。また、現在表示中の断面は反転
表示されるなど強調表示される。
【００６０】
　これにより、2次元アレイプローブが向いている方向の画像と観察したい部位の画像を
同時表示し、かつ、視点を表示することによって、その位置関係が理解しやすい表示方法
になる。
【００６１】
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　以上の実施形態では、被検体の臓器の例を心臓で説明したが、他の臓器、器官にも適用
可能である。例えば、肝臓など心臓の拍動や体動に影響される臓器であっても、本発明の
実施形態を簡単に拡張できる。
【００６２】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明
は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能
であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６３】
　1　3次元超音波信号生成部、　2　2次元標準断面認識部、　3　2次元標準断面画像生成
部、　4　観察部位指定部、　5　観察断面認識部、　6　観察断面画像生成部、　7　レン
ダリング画像生成部、　8　画像合成表示部、　9　標準断面信号パターン記憶部、　10　
標準断面角度記憶部、　11　標準断面角度演算部、　12　観察断面信号パターン記憶部、
　13　観察断面位置記憶部、　14　表示パラメータ記憶部、　15　観察断面表示パラメー
タ演算部、　16　2次元アレイプローブ、　17　観察部位選択スイッチ、　18　2次元アレ
イプローブ方向指示マーク、　19　2次元アレイプローブの開口方向を軸にした2次元断面
画像、　20　心尖部長軸像、　21　心尖部2腔像、　22　心尖部4腔像、　23　心尖部アプ
ローチにおける2次元標準断面の回転角度、　24　傍胸骨長軸像、　25　傍胸骨短軸像、
　26　傍胸骨アプローチにおける2次元標準断面の回転角度、　27　プローブから観察断
面への距離、　28　2次元断面像上における観察断面、　29　観察断面の法線ベクトル、
　30　超音波診断装置の表示画面、　31　2次元断面画像表示用サブィンドウ、　32　視
点と視線方向、　33　観察断面表示用サブィンドウ、　34　観察断面画像、　35　観察断
面リスト、　36　弁観察用プリセット、　37　標準断面観察用プリセット、　38　短軸像
観察用プリセット、　39　任意断面観察用プリセット、　40　心臓の3次元レンダリング
像、100　超音波診断装置、200　被検体、300　超音波探触子、400　超音波送受信部、50
0　超音波画像構成部、600　表示部、700　制御部、800　コントロールパネル、900　心
電計
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